
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
平成30年４月１日から同年９月３０日までの随意契約
【消防本部】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

消防総務課
緊急通報用電話に係る位置情報通
知システム（統合型：ＮＴＴ固定電
話）の提供に関する契約

平成30年4月1日
西日本電信電話株式会社
大阪支店

大阪市都島区東野田町四丁目15番
82号

843,948円
　当該装置は同社が製作した装置であり、同社のみが運
用しているため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

使用料及び
賃借料

消防総務課
NET119緊急通報システムサービス
利用契約

平成30年4月1日 株式会社　ドーン
神戸市中央区磯上通二丁目２番21
号
三宮グランドビル５Ｆ

1,529,280円
　当該装置は同社が製作した装置であり、同社のみが運
用しているため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

使用料及び
賃借料

消防総務課
八尾市消防本部高機能消防指令セ
ンター及び消防救急デジタル無線
保守業務委託(通常保守）契約

平成30年4月1日
沖電気工業株式会社　関西支
社

大阪市中央区備後町二丁目６番８
号

37,800,000円
　当該装置は同社が製作した装置であり、同社のみが運
用しているため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

委託料

消防総務課
八尾市消防本部高機能消防指令セ
ンター特別保守業務委託契約

平成30年4月1日
沖電気工業株式会社　関西支
社

大阪市中央区備後町二丁目６番９
号

1,949,724円
　当該装置は同社が製作した装置であり、同社のみが運
用しているため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

委託料

警防課
はしご自動車分解点検修理（オー
バーホール)

平成30年4月24日
株式会社　モリタテクノス
西日本営業部

兵庫県三田市テクノパーク３２ 36,720,000円

設計、製造及び品質管理業務を行うにあたり専門的な技
術者が必要であること、当該はしご車を同社で購入してい
ることから安全面、精巧性を維持するため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

需用費

平成30年度　随意契約の公表（消防本部）
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